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   第 ５ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

令和３年９月30日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時32分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和３年度熊本県一般会計補

正予算(第11号) 

議案第９号 熊本県移動等円滑化のために

必要な道路の構造の基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第10号 熊本県流域下水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第11号 熊本県港湾管理条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第20号 令和３年度道路事業の経費に

対する市町村負担金について 

議案第21号 令和３年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金について 

議案第22号 令和３年度海岸事業の経費に

対する市町負担金について 

議案第23号 令和３年度地すべり対策事業

の経費に対する市負担金について 

議案第24号 令和３年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防

事業の経費に対する市町村負担金(地方

財政法関係)について 

議案第27号 工事請負契約の変更について 

議案第30号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第31号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第32号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第33号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第34号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第２号 専決処分の報告について 

報告第28号 熊本県道路公社の経営状況を

説明する書類の提出について 

報告第29号 一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況を説明する書類の提出

について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ 

いて 

報告事項 

①災害復旧事業及び国土強靱化事業の進

捗状況等について 

②令和２年災害関連等工事に係る入札契

約制度の見直し(第３弾) 

③熊本県国土強靱化地域計画の改定(素

案)について 

④球磨川水系河川整備基本方針の変更等

について(報告) 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 河 津 修 司 

        副委員長 竹 﨑 和 虎 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 前 田 敬 介 

        委  員 南 部 隼 平 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

部 長 村 上 義 幸 

政策審議監 野 﨑 真 司 
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河川港湾局長 

    兼土木技術審議監 里 村 真 吾 

      道路都市局長 宮 島 哲 哉 

      建築住宅局長 小路永      守 

        監理課長 森 山 哲 也 

      用地対策課長 林 田 孝 二 

    土木技術管理課長 桑 元 伸 二 

      道路整備課長 森        裕 

      道路保全課長  緒 方   誠 

      都市計画課長 山 内 桂 王 

      下水環境課長 仲 田 裕一郎 

        河川課長  菰 田 武 志 

        港湾課長  原     浩 

        砂防課長 松 田 龍 朋 

        建築課長 橋 本 知 章 

        営繕課長 緒 方  康 伸 

        住宅課長 折 田  義 浩 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     政務調査課主幹 近 藤 隆 志 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○河津修司委員長 それでは、ただいまから

第５回建設常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申出が

ありましたので、これを認めることといたし

ました。 

 今日は大分暑いようですから、上着を脱ぐ

方はもう脱がれて結構です。 

 次に、前回の委員会以降に執行部幹部職員

の異動がありましたので、自己紹介をお願い

いたします。 

(河川港湾局長自己紹介) 

○河津修司委員長 それでは、付託議案等の

審査を行います。 

 初めに、村上土木部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 また、執行部からの説明については、効率

よく進めるため、着座のまま簡潔にお願いい

たします。 

 初めに、村上土木部長。 

 

○村上土木部長 着座のまま失礼いたしま

す。 

 本定例会に提出しております議案等の説明

に先立ち、最近の土木部行政の動向について

御報告いたします。 

 まず、今年度、令和３年豪雨等への対応に

ついてでございます。 

 今年は、５月中旬頃から、県央や県南を中

心に大雨が相次ぎました。 

 さらに、８月11日から降り続いた雨は、多

いところで累計1,000ミリを超える記録的な

雨量となり、公共土木施設の損傷や地滑りな

ど、様々な被害が発生いたしました。 

 特に、天草市大矢崎地区で発生した地滑り

につきましては、現在も天草市や警察などの

関係機関と連携して警戒を続けております。 

 避難されている皆様が一日も早く日常を取

り戻せるよう、対策工事など、スピード感を

持って進めてまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨災害への対応につ

いてです。 

 緑の流域治水の取組につきましては、球磨

川水系の河川整備基本方針の見直しに当た

り、昨日までに３回の河川整備基本方針検討

小委員会が開催されました。 

 また、中期的な河川整備の目標や内容を示

す河川整備計画の策定に向け、先月４日に第

１回球磨川水系学識者懇談会を開催するな

ど、具体的な河川整備の検討に本格的に取り

組んでおります。 

 今後も引き続き、被災された方々をはじ

め、流域住民の皆様の不安解消に向けて、一

日も早く球磨川水系の治水計画をお示しでき

るようしっかりと取組を進めてまいります。 

 それでは、今定例会に提出しております土

木部関係の議案等について御説明いたしま
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す。 

 今回提出しております議案は、補正予算関

係議案１件、条例等関係議案14件、報告関係

３件でございます。 

 今回の補正予算につきましては、令和３年

５月や８月の豪雨等で被災した公共土木施設

の復旧経費など、49億8,500万円余の増額補

正をお願いしております。 

 また、129億5,200万円余の繰越明許費の設

定をお願いしております。 

 次に、条例等議案につきましては、条例の

改正３件、公共事業に係る市町村負担金につ

いて５件、工事請負契約の変更について１

件、専決処分の報告及び承認について５件の

計14件の御審議をお願いしております。 

 次に、報告案件につきましては、専決処分

の報告について１件、経営状況を説明する書

類の提出について２件の計３件を御報告させ

ていただきます。 

 その他の報告事項につきましては、災害復

旧事業及び国土強靱化事業の進捗状況等につ

いてなど、４件について御報告させていただ

きます。 

 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては、担当課長から説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 今後とも、創造的復興、国土強靱化等の事

業推進に着実に取り組んでまいりますので、

委員各位の御支援と御協力をよろしくお願い

いたします。 

 

○河津修司委員長 引き続き関係課長から順

次説明をお願いいたします。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料として、建設常任委員会

説明資料１冊、経営状況を説明する書類２

冊、参考資料、条例改正関係新旧対照表１

冊、その他報告事項４件を準備しておりま

す。 

 それでは、建設常任委員会説明資料１ペー

ジをお願いします。 

 令和３年度９月補正予算について説明しま

す。 

 今回の補正予算は、本年５月及び８月の豪

雨により被災した公共土木施設の災害復旧等

に係る予算を計上しています。 

 上の表、２段目、今回補正額は、表、左か

ら一般会計の普通建設事業のうち、補助事業

１億2,300万円余、単県事業９億9,500万円

余、災害復旧事業のうち、補助事業37億300

万円余、単県事業１億6,300万円を計上して

います。 

 消費的経費、特別会計等の計上はありませ

ん。 

 一般会計、特別会計等を合わせた今回補正

額合計は、右側合計欄のとおり、49億8,500

万円余となります。 

 各課別の内訳につきましては、下の表のと

おりです。 

 次に、２ページをお願いします。 

 令和３年度９月補正予算総括表です。 

 一般会計及び特別会計等ごとに、各課の補

正額とともに、右側に財源内訳を記載してい

ます。 

 表右側、今回補正額の財源内訳の最下段を

お願いします。 

 国庫支出金23億2,000万円余、地方債19億

3,500万円、その他５億5,800万円余、一般財

源１億7,100万円余となっております。 

 以上が土木部の９月補正予算の状況です。 

 監理課からは以上です。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 上から２段目の土地区画整理事業費でござ

いますが、表、左から４列目のとおり、補正

額として３億2,000万円の増となっておりま
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す。 

 表、右側の説明欄を御覧ください。 

 これは、新たに沿道で小規模な土地区画整

理事業を行うもので、熊本高森線４車線化の

事業用地を確保するためのものです。このた

め、補正額の財源内訳のその他につきまして

は、主に熊本高森線４車線化に係る街路事業

からの負担金となります。この負担金は、上

から４段目の街路整備事業費の補償費を負担

金へ内容を更正し、協定等を結んで支出しま

す。 

 その結果、都市計画課の補正後の予算総額

は、表、左から５列目の最下段のとおり、78

億4,700万円余となります。 

 都市計画課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

○菰田河川課長 河川課でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 上から２段目の河川等災害関連事業費でご

ざいますが、表、左から４列目のとおり、 

4,500万円余の増となっております。これ

は、災害復旧事業と併せて行う補助改良復旧

工事に要する経費で、説明欄のとおり、令和

元年豪雨により被災した公共土木施設の改良

復旧に係る仮設工事の一部見直しや、資材等

の物価上昇等に伴う増加分に要する費用で

す。 

 ３段目の単県河川等災害関連事業費でござ

いますが、表、左から４列目のとおり、６億

4,500万円余の増となっております。これ

は、国庫補助災害復旧事業の対象とならない

箇所の復旧等に要する経費で、説明欄のとお

り、令和３年５月豪雨や８月豪雨などによ

り、被災箇所の復旧等に伴う増加分に要する

費用です。 

 ６段目の過年発生国庫補助災害復旧費でご

ざいますが、表、左から４列目のとおり、 

4,800万円余の増となっております。これ

は、説明欄のとおり、令和元年に被災した道

路、河川等の公共土木施設補助災害復旧事業

の３か年目に要する経費で、物価上昇等に伴

う増加分に要する費用です。 

 ７段目の現年発生国庫補助災害復旧費でご

ざいますが、表、左から４列目のとおり、34

億2,300万円余の増となっております。これ

は、説明欄のとおり、令和３年５月豪雨や８

月豪雨などにより被災した公共土木施設の復

旧に要する経費を計上するものです。 

 ８段目の河川等災害復旧受託事業費でござ

いますが、表、左から４列目のとおり、２億

3,100万円余となっております。これは、市

町村から受託する災害復旧工事の施工に要す

る経費で、説明欄のとおり、令和２年７月豪

雨により被災した山江村の橋梁災害復旧に伴

う費用を計上するものです。 

 最下段の災害復旧事業設計調査費でござい

ますが、表、左から４列目のとおり、１億 

6,200万円の増となっております。これは、

説明欄のとおり、本年８月豪雨により被災し

た公共土木施設の調査、測量設計に要する事

業費の増加分の費用を計上するものです。 

 ６ページをお願いします。 

 以上、河川課の９月補正分の総額は、左か

ら４列目最下段のとおり、45億5,500万円余

の増となり、９月補正後の予算総額は、５列

目最下段のとおり、396億5,600万円余となり

ます。 

 河川課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○原港湾課長 港湾課でございます。 

 ７ページ、お願いいたします。 

 ２段目の現年単県災害土木費ですが、表、

左から４列目のとおり、100万円となってお

ります。これは、令和３年５月の豪雨によ

り、流木等で埋塞した八代港の泊地の機能回

復に要する経費です。 

 この結果、港湾課の一般会計補正後の予算

総額は、最下段の左から５列目のとおり、57
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億8,400万円余となります。 

 港湾課からは以上でございます。よろしく

お願い申し上げます。 

 

○松田砂防課長 砂防課でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 上から２段目の災害関連緊急地すべり対策

事業費でございますが、表、左から４列目の

とおり、7,800万円余の増となっておりま

す。これは、説明欄のとおり、天草市の大矢

崎地区において、令和３年８月の豪雨により

地滑りが発生した箇所における地滑り防止施

設の整備に要する経費でございます。 

 ３段目の単県砂防施設維持管理費でござい

ますが、表、左から４列目のとおり、3,000

万円の増となっております。これは、説明欄

のとおり、熊本市の百貫急傾斜ほか４か所に

おいて、令和３年８月の豪雨などにより被災

した既設の砂防設備などの維持及び修繕費で

ございます。 

 以上、砂防課の９月補正分の総額は、表、

左から４列目最下段のとおり、１億800万円

余の増で、９月補正後の予算総額は、表、左

から５列目最下段のとおり、80億5,800万円

余となります。 

 砂防課は以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 令和３年度繰越明許費でございます。 

 繰越設定につきましては、例年11月議会及

び２月議会でお願いしておりますが、本年度

は、令和２年７月豪雨災害及び国土強靱化予

算の前倒しなどの令和２年度予算の繰越事業

を上半期に集中して発注しているため、令和

３年度当初予算事業の多くが下半期発注とな

る見込みです。 

 このため、10月時点で適正工期が確保でき

ない工事等について、当初契約時から年度を

またいだ適正工期を確保し、適切な入札契約

が行われるよう今議会での設定をお願いする

ものです。 

 現時点の発注見通しで繰越しが見込まれる

工事等について、一般会計分として129億 

5,200万円余を計上しています。 

 なお、特別会計等についてはございませ

ん。 

 繰越しにつきましては、事業の進捗管理と

効率的な執行を図るとともに、適正工期の確

保など、適切に運用してまいります。 

 監理課からは以上です。 

 

○森道路整備課長 道路整備課です。 

 資料の11ページをお願いします。 

 議案第９号、熊本県移動等円滑化のために

必要な道路の構造の基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてでございま

す。 

 19ページをお願いいたします。 

 概要により御説明いたします。 

 ２の制定改廃の必要性に、移動円滑化のた

めに必要な道路の構造に関する基準を定める

省令の一部改正を踏まえ、関係規定を整備す

る必要があるとしておりますが、バリアフリ

ー化が必要なものとして、国土交通大臣が指

定する特定道路の新設または改築を行う場合

の技術的基準については、国土交通省省令で

定められております。 

 本県が管理する県道のうち、特定道路の技

術基準については、この省令を参酌し、熊本

県移動等円滑化のために必要な道路の構造の

基準に関する条例を定めております。 

 今回の改正は、本年４月に省令の一部が改

正され、旅客特定車両停留施設の構造に関す

る基準が追加されたことなどから、これを受

け、本条例においても同様の規定を設けるも

のです。 

 (1)の旅客特定車両停留施設とは、バス、

タクシー、トラック等での事業者用の停留施
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設のうち、旅客の乗り降りのための道路施設

のことで、施設の構造に関する基準を新たに

位置づけるものです。 

 また、(2)については、現在基準の適合対

象となっている歩道及び自転車歩行者道に加

え、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道

路を基準の適合対象とするものです。 

 最後に、(3)については、旅客特定車両停

留施設の構造及び設備について、災害等の場

合に、この規定によらないことができる旨の

適用除外について規定するものです。 

 なお、この条例の施行日につきましては、

公布の日とします。 

 道路整備課からは以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○仲田下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の21ページをお願いいたします。 

 議案第10号、熊本県流域下水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 資料22ページの条例案の概要で御説明申し

上げます。 

 ２の制定改廃の必要性でございますが、特

定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正す

る法律により、下水道法の一部が改正された

ことに伴い、関係規定を整理するものでござ

います。 

 ３の内容につきましては、下水道法の一部

改正に伴いまして、条ずれ等の所要の規定の

整理を行うものでございます。 

 条例の施行期間は、公布の日または特定都

市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法

律の施行日のいずれか遅い日にちでございま

す。 

 下水環境課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○原港湾課長 港湾課でございます。 

 議案第11号の熊本県港湾管理条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます

が、説明資料の23ページから25ページまでと

なります。内容につきましては、25ページの

概要にて御説明いたします。 

 まず、２の制定改廃の必要性でございま

す。 

 八代港の国際旅客船拠点、通称くまモンポ

ートについて、県が駐車場を、ロイヤル・カ

リビアン社が緑地くまモンパークを整備しま

したが、利活用の促進を図るため、現在県が

一体的に管理しております。この両施設につ

き、来年度から指定管理者制度を導入するた

めに、関係規定を整備するものでございま

す。 

 ３の内容でございますが、(1)は、くまモ

ンポートの休業日及び開業時間について規定

するものです。(2)は、指定管理者の業務の

対象となる港湾施設にくまモンポートを加え

るものです。(3)は、その他の規定の整理を

行うものです。(4)は、駐車場及び緑地の使

用料の追加を行うものです。(5)は、条例の

施行日につきましては、公布の日を予定して

おりますが、使用料の改正に関しては、根拠

法である港湾法に、施行日の少なくとも30日

前に公表しなければならないと規定されてい

ることから、(4)について、12月１日から施

行するとしています。(6)は、所要の経過措

置を定めるものです。 

 港湾課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 27ページをお願いします。 

 県が施行する公共事業の経費に対する市町

村負担金についてです。 

 市町村負担金につきましては、27ページか

ら32ページにかけ、第20号から第24号までの

５件の議案を提案しています。複数の課にま

たがりますので、監理課から一括して説明い
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たします。 

 なお、今回の提案に当たり、各市町村に対

し、事業計画を説明の上、負担金に係る同意

を得ておりますことを申し添えます。 

 では、27ページ、第20号議案、令和３年度

道路事業の経費に対する市町村負担金につい

てです。 

 単県道路改築事業を含む３件の事業につい

て、道路法の規定に基づき、当該事業に要す

る経費のうち、市町村負担分を定めるもので

す。負担内容につきましては、昨年度と特段

の変更はございません。 

 次に、28ページをお願いします。 

 第21号議案、令和３年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金についてです。 

 熊本北部流域下水道建設事業を含む６件の

事業につきまして、下水道法の規定に基づ

き、当該事業に要する経費のうち、市町村負

担分を定めるものです。負担内容につきまし

ては、昨年度と特段の変更はございません。 

 29ページをお願いします。 

 第22号議案、令和３年度海岸事業の経費に

対する市町負担金についてです。 

 海岸堤防等老朽化対策緊急事業を含む３件

の事業につきまして、海岸法の規定に基づ

き、当該事業に要する経費のうち、市町負担

分を定めるものです。負担内容につきまして

は、昨年度と特段の変更はございません。 

 30ページをお願いします。 

 第23号議案、令和３年度地すべり対策事業

の経費に対する市負担金についてです。 

 単県地すべり対策事業について、地すべり

等防止法の規定に基づき、当該事業に要する

経費のうち、市負担分を定めるものです。負

担内容につきましては、昨年度と特段の変更

はございません。 

 31ページをお願いします。 

 第24号議案、令和３年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業

の経費に対する市町村負担金(地方財政法関

係)についてです。 

 １の単県街路促進事業から32ページにかけ

て15件の事業について、地方財政法の規定に

基づき、当該事業に要する経費のうち、市町

村負担分を定めるものです。負担内容につき

ましては、昨年度と特段の変更はございませ

ん。 

 次に、33ページをお願いします。 

 第27号議案、工事請負契約の変更について

です。 

 提案理由は、予定価格５億円以上の工事

で、議会の議決に付すべき契約に関する条例

第２条の規定により、議会の議決を経る必要

があることから提案しているものです。 

 なお、この契約案件は、令和２年11月定例

県議会において議決いただいたものです。 

 内容につきましては、34ページの概要によ

り説明します。 

 工事名は、熊本工業高校実習棟(第二期)改

築工事。工事内容は、実習棟鉄筋コンクリー

ト造二階建て、3,552平方メートル、渡り廊

下、鉄骨造二階建て、81平方メートル。工事

場所は、熊本市中央区上京塚町５番１号地

内。請負契約締結日は、令和２年12月15日。

請負業者は、坂口・豊特定建設工事共同企業

体。変更契約工期は、契約締結日の翌日から

令和４年１月26日までを、契約締結日の翌日

から令和４年２月28日までに。変更契約金額

は、７億3,645万円を７億5,109万2,303円に

変更するもので、1,464万2,303円の増額とな

ります。 

 変更理由は、地中障害物撤去の増工に伴う

工期延長、また、これに伴う地中障害物の撤

去、処分に要する費用の増額、生徒の安全確

保のため、学校からの要望による仮設通路の

整備に要する費用の増額を行うものです。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○緒方道路保全課長 道路保全課でございま
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す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料35ページの第30

号議案から38ページの第33号議案までの４件

でございます。 

 議案の説明につきましては、39ページの概

要の一覧表にて説明いたします。 

 申し訳ございませんけれども、一覧表の一

番上の行に「(議案第25号～28号)」という表

現になっておりますけれども、「(30号～33

号)」の誤りでしたので、申し訳ありません

が、修正していただければと思います。 

 まず、議案番号30号です。 

 本件は、通行禁止場所に張られていたロー

プに車両が突っ込み、ロープで結んであった

くいが抜けて損傷した案件であり、運転者が

前方を注意するなどして運転していれば事故

を回避できた可能性があるため、損害額の４

割を賠償しております。 

 次に、議案番号31号と32号につきまして

は、夜間に車両２台が連続して、倒れていた

竹に衝突した案件であり、運転者が前方を注

視するなどして運転していれば事故を回避で

きた可能性があるため、損害額の７割を賠償

しております。 

 次に、議案番号33号です。 

 本件は、路肩部分のコンクリート舗装と非

舗装部分の段差に車輪が落下した案件であ

り、運転者が路肩部分の安全を確認して運転

していれば事故を回避できた可能性があるた

め、損害額の４割を賠償しております。 

 道路保全課の説明は以上でございます。 

 

○原港湾課長 港湾課でございます。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認につきましては、説明資料の41ページ

から42ページの第34号議案の１件でございま

す。 

 詳細は、42ページの概要にて説明いたしま

す。 

 本件は、令和３年５月22日午前10時30分

頃、八代港外港地区におきまして、当事者が

八代港臨港道路５号線を大島方面に向けて軽

自動車で進行中、前方の穴ぼこに落下し、タ

イヤ等を損傷したものであります。 

 当事者が前方を注視していれば事故を回避

できた可能性があることを考慮し、被害額の

４割に当たる10万2,890円を賠償しておりま

す。 

 港湾課の説明は以上でございます。よろし

くお願い申し上げます。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 43ページをお願いします。 

 報告第２号、専決処分の報告についてで

す。 

 職員に係る交通事故の和解について、地方

自治法第180条第１項の規定により専決処分

した事件の報告でございます。 

 内容につきましては、44ページの概要で説

明します。 

 令和３年３月25日午後１時50分頃、阿蘇郡

高森町上色見地内で発生した事故につきまし

て、相手方との示談交渉により、県の過失割

合100％で合意したものです。損害賠償額は 

328万8,157円となっております。 

 事故の状況は、阿蘇地域振興局職員が公用

車で国道265号を高森方面へ走行中、日差し

により前方の視界が遮られたことによりまし

て、センターラインを越え、相手車両と衝突

したものです。 

 今回の事故につきまして、７月15日に示談

が成立したため、御報告するものです。 

 職員の交通事故防止、交通違反等防止につ

きましては、さらに徹底を図るよう取り組ん

でまいります。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○森道路整備課長 道路整備課です。 
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 45ページ、お願いします。 

 報告第28号の熊本県道路公社の経営状況を

説明する書類の提出につきましては、お手元

に配付しております冊子により御説明させて

いただきます。 

 まず、１ページ、お願いします。 

 令和２事業年度事業報告書でございます。 

 １の総括ですが、熊本県道路公社は平成４

年に設立し、上天草市松島町今泉から合津ま

でにおいて、有料道路事業を活用しながら建

設を進め、平成14年５月に、延長3.3キロメ

ートルの松島有料道路を開通させておりま

す。 

 ２の令和２事業年度の事業実施状況です

が、開通後は、通行料金徴収や維持管理業務

のほか、平成19年度に開通した松島有明道路

及び平成30年度に開通した三角大矢野道路の

維持管理業務を県から受託し、実施しており

ます。 

 ２ページをお願いします。 

 ３の(1)に令和２年度の通行台数実績を示

しております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、

年間約152万台、１日平均4,163台の利用とな

っております。 

 グラフ１に示しておりますように、松島有

明道路開通後の平成20年度以降は、１日平均

約5,100台前後の通行があり、全体計画台数

に対しては20％を超える利用がございます。 

 (2)には、通行料金の収入実績を示してお

ります。 

 こちらも、新型コロナウイルス感染症の影

響もあり、令和２年度の料金収入は２億 

7,500万円余で、計画から約15％下回ってい

ますが、グラフ２に示しておりますように、

平成20年度以降、平均しますと３億4,000万

円を超える料金収入が続いており、全体計画

に対し、約４％上回っております。 

 次に、３ページ、お願いします。 

 ４の貸付金等の償還状況です。 

 まず、松島有料道路事業は、政府貸付金21

億5,000万円、地方公共団体金融機構借入金

６億4,500万円、県出資金15億500万円の合計

43億円を建設資金としております。 

 県出資金を除く長期借入金の政府貸付金と

地方公共団体金融機構借入金は、令和２年度

末の残額は、それぞれ約100万円と約300万円

となっており、これらは、償還計画どおり、

令和３年度に完了する予定です。 

 次に、４ページから７ページに貸借対照

表、損益計算書、財産目録を示しておりま

す。 

 内容につきましては、２ページ、３ページ

で御説明しました料金収入や貸付金等の状況

等を詳細に示したものでございますので、説

明を省略させていただきます。 

 次に、８ページの令和３事業年度事業計画

書でございます。 

 １の松島有料道路の管理業務につきまして

は、本年度も通行料金徴収及び道路維持管理

業務を行います。 

 道路施設の維持管理につきましては、トン

ネル照明灯のＬＥＤ化工事、トンネル定期点

検、料金収受機の更新を実施する予定となっ

ています。また、令和４年度導入に向けて、

ネットワーク型ＥＴＣシステム整備のための

設計業務を実施する予定です。 

 13ページの資料をお願いいたします。 

 松島有料道路において、利用者の利便性向

上や新型コロナウイルス感染症拡大防止等へ

の対応を図るため、手渡しによる料金徴収の

付加機能として、既存のＥＴＣカードを利用

したキャッシュレス決済であるＥＴＣＸを導

入します。利用するに当たっては、事前の会

員登録や料金所での一旦停止が必要になりま

す。今年度から設計に着手し、令和４年度中

の供用開始を目指します。 

 ８ページにお戻りください。 

 ２の松島有明道路及び三角大矢野道路の維

持管理受託業務につきましては、引き続き県
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から道路公社が受託し実施してまいります。 

 次に、９ページの令和３事業年度収支予算

書でございます。 

 収入としましては、通行料金や受託業務な

ど、合計３億2,500万円余を計上し、支出と

しましては、一般管理費2,500万円余、業務

管理費３億4,500万円余、建設費用の償還金

として業務外費用400万円余などを計上して

おります。 

 例年より業務管理費の道路管理費が増加し

ておりますが、トンネル照明灯のＬＥＤ化工

事や５年に１度のトンネル定期点検が必要で

あるため、支出が増額となっています。 

 なお、収入と支出の差額につきましては、

過年度の繰越金により補塡します。 

 資料の説明は以上でございますが、松島有

料道路は建設費用を計画どおりに償還してい

ることなどから、道路公社の経営は安定して

いる状況にございます。 

 以上、熊本県道路公社の経営状況の説明を

終わらせていただきます。 

 

○菰田河川課長 河川課です。 

 説明資料46ページをお願いいたします。 

 報告第29号、一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況を説明する書類の提出につ

いては、別途お手元に配付しております冊子

により御説明させていただきます。 

 冊子の１ページをお願いいたします。 

 １の事業に記載しておりますけれども、当

法人の事業は、立野ダムの建設に伴い必要と

なる水没地域の住民の生活再建及び水没関係

地域の振興に必要な措置に対する資金の交付

及び調査等を行うものです。 

 具体的には、南阿蘇村が策定した南阿蘇村

地域整備計画に基づき、村が実施する事業に

対し、県及び下流域の３つの市町が事業費の

助成を行うものです。 

 助成対象事業は、ダム周辺の道路、公園、

集会施設等の15事業で、うち12事業は、これ

までに完了しており、３事業が残っておりま

す。 

 ２の資金の交付ですが、令和２年度の資金

の交付実績はありません。これは、残る３事

業が、ダム工事完了後でなければ工事に着手

できないためで、平成22年度から中断してお

ります。 

 ３の情報交換及び連絡ですが、理事会、評

議員会のほか、南阿蘇村と南阿蘇村地域整備

計画に係る意見交換会を行っております。 

 ２ページをお願いします。 

 令和２年度決算書のうち、収支計算書で

す。 

 収入は財産運用益等で、左から３列目、決

算額の列の中ほど、当期収入合計Ａ欄の記載

のとおり、5,574円となっております。支出

は、租税公課、法人登記費用等の雑費など法

人の管理運営に係る経費のみで、下から２段

目、当期支出合計Ｂ欄の記載のとおり、８万

673円となっており、当期収支差額は、最下

段のとおり、７万5,099円の赤字となってお

ります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 貸借対照表です。 

 左から４列目の増減の列の下から２段目の

とおり、正味財産は、前年度より７万5,099

円減少し、最下段のとおり、令和３年３月31

日現在の負債及び正味財産合計額は3,340万

円余となっております。 

 10ページをお願いいたします。 

 令和３年度事業計画書です。 

 令和３年度も資金の交付予定はなく、引き

続き、南阿蘇村との意見交換等を行う予定で

す。 

 また、２に記載しておりますとおり、国土

交通省立野ダム工事事務所や関係市町との意

見交換を行いながら、連携して南阿蘇村を支

援してまいりたいと考えております。 

 11ページをお願いします。 

 令和３年度収支予算書です。 
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 先ほど申したとおり、資金の交付予定はご

ざいませんので、令和２年度の決算額を参考

に、必要となる予算を計上しております。 

 以上で一般財団法人白川水源地域対策基金

の経営状況についての報告を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のままで説明をしてください。 

 ただいまの説明について質疑はありません

か。――ありませんか。 

 

○山口裕委員 ９ページの繰越明許について

お尋ねさせてください。 

 129億ということで繰越しが設定されてい

ますけれども、例えば、災害の分がおよそど

れくらいの割合なのかとか、国土強靱化分が

どれくらいなのか、そういうのが分かれば教

えていただければと思います。令和３年度分

ですよね、これ。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 河川海岸費のうち、９ページで、河川海岸

費が、すみません、このうち、国土強靱化が

どのくらいかとか、災害分がどのくらいかと

いう集計はしてございませんで、河川海岸費

のうち、災害分は、すみません、ございませ

ん。 

 

○菰田河川課長 河川課でございます。 

 今回、河川海岸費で30億3,300万円余が繰

越予算で計上してございます。そのうち河川

課分が18億、残り分が砂防課分という形にな

っておりますが、今回、通常事業をベースと

した形での繰越予算設定という形になってお

りまして、災害費については計上しておりま

せん。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 分かりました。道路、港湾、

都市計画についても、災害分はないというこ

との理解でよろしいですか。 

 

○森山監理課長 はい。 

 

○山口裕委員 分かりました。 

 あと、１点確認させてもらってよろしいで

すか。 

 先ほど事故について説明がありましたけれ

ども、賠償金とかはそのまま置いとったにし

ても、センターラインを越えた事故っていう

のは、なかなか厳しいかなと。日差しで言え

ば、私たちも、夕方帰るときは毎日日差しを

浴びてて、そのたびセンターライン越えるか

というと越えない。なかなか理由としては厳

しいんじゃないかなと。安全対策しっかりや

ってもらわないかぬなというのが一番なんで

すが、何か適切な理由とは思えなかったんで

すけれども、何かあれば、よろしくお願いし

ます。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 事実として、例えば、スピードが超過して

いたとか、あるいは眠っていたとか、そうい

った事実はございませんで、聞いたところに

よりますと、やはり日差しが入って、一瞬目

の前が見えなくなって、センターライン、少

し膨らんだといいますか、ということを聞い

ております。 

 通常もあることですけれども、例えば、そ

の日差しをよけるものとかサングラスとか、

そういったものでやはり対策をしていただく

しかないかなと考えているところです。 
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○山口裕委員 ある程度交差したにしても、

交互交通の中の事故っていうのはかなりの被

害っていうか、人的な被害も出るだろうと思

われるので、相手方、トラックっていうこと

なんでしょうが、その職員さんも、まず自分

の身を守るために安全管理してもらわんとい

かぬなというのが、この説明を聞いた上での

感想ですので、よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員 さっきからの道路管理瑕

疵の話が何件かありましたけれども、ある程

度の、これだけの道路があるから、管理瑕疵

で賠償を払わなければいけないっていうのは

やっぱり結構あるんではないかなというふう

に思っております。 

 ただ、今、シャープ9910とか、そういった

部分で情報を寄せていただいて、対処をして

いただいているのと、普通の道路に関して

は、会社に委託をして安全パトロールをして

もらっているっていう話で、それも絶対大事

なことなんですけれども、あまり通られない

県道とかがありますよね。そういう部分に関

しては、ほとんどが業者任せで、業者さんか

ら何の連絡も入らなければ、もうそのままの

状態が続いているっていう部分がかなりある

んではないかなというふうに思っておりま

す。 

 私の選挙区の上益城においても、山つきの

ほうには、県道ではあるけれども、あんまり

通られない道路がありまして、管理瑕疵では

ないですけれども、先日、島木上寺線という

道路がありまして、県道の。そこの確認に行

きましたら、企業さんが張りついて、パトロ

ールはされているけれども、いわゆる震災、

熊本地震のときのその後の雨で道路のアスカ

ーブとか取れたりとか、ちょっと崖、道路端

が土砂崩れをしてて、そっから水が落ちてた

んですよ。で、よくよく点検してみると、そ

れが分かって、実は、その頃から下の住宅に

水が入ってくる、だから、床下浸水とかをし

ょっちゅうしてたと。でも、その道路から水

が入ったのが分からない状態でした。よく見

ないと、やっぱり分からないんですよ。それ

は管理瑕疵って言えば瑕疵で、そういった賠

償とかも、ひょっとしたら言われればしなけ

ればいけない。その部分に関しては、道路を

きちんと補修をしてもらうということで収ま

ったんですけれども、一定程度、業者さんに

頼んだ後、その後の補完をどのようにやられ

ているのかをちょっと教えていただきたいと

思います。 

 

○緒方道路保全課長 道路保全課としては、

先生も御存じかもしれませんけれども、一応

交通量の少ない、1,000台未満の一般国道、

県道については、月３回以上見るようにはし

ているんですけれども、今先生がおっしゃら

れたような震災後の小さな補修工事が必要な

ところにつきましては、目が届いているかと

いうと完全に行き届いてないかと。届いたか

というと、届いていない面もあったかと思い

ます。それらに注意しながら、今後のパトロ

ールについても注意して行うように指導して

いきたいと思っています。 

 

○増永慎一郎委員 今回見て、すぐ補修をし

ていただくことっていうか、災害の対応でし

ていただくことになったんですけれども、実

は、その近くに、その後に起こった、やっぱ

り崩れた部分は、ちゃんと後のほうの災害で

見るようにしてあったんですよ。そこと50メ

ートルぐらいしか離れていないところなの

に、やっぱり気づいてないっていう部分があ

るんで、そういう部分に関しては、その場

合、家の浸水の理由が分からなかっただけじ

ゃなくて、ひょっとしたら、人命が亡くなる

とかいうような事故にもつながりかねないよ

うな場所でしたんで、やっぱりその辺は、ち

ゃんと、業者任せではなくて、補完をしなが

ら、ちょっときめ細やかな点検等もぜひして
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いただいたほうがいいと思います。 

 それでもやっぱり管理瑕疵は起こるとは思

いますけれども、やっぱりそういう部分まで

ちょっと気づいてしていただくように要望を

しておきます。 

 

○河津修司委員長 いいですか。――ほかに

質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第９号、第10号、第11号、第20

号から第24号まで、第27号及び第30号から34

号までについて、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんでしょうか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認めます。一

括して採決いたします。 

 議案第１号外14件について、原案のとお

り、可決または承認とすることに御異議あり

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外14件は、原案のとお

り、可決または承認することに決定いたしま

した。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いしま

す。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 報告事項１、災害復旧事業及び国土強靱化

事業の進捗状況等について説明いたします。 

 １ページ、お願いします。 

 １、令和２年７月豪雨等災害復旧事業の進

捗状況です。 

 上段のグラフが県事業、土木部と農林水産

部の合計でございます。下段のグラフが市町

村事業となっています。 

 上段の県事業ですが、土木部及び農林水産

部の合計で、全体事業費496億円に対しまし

て、令和３年８月末の契約額は188億円で、 

38％の進捗となっております。 

 下段の市町村事業ですが、全体事業費556

億円に対し、令和３年８月末の契約額は247

億円、44％の進捗となっております。 

 ２ページをお願いします。 

 上段２、防災・減災、国土強靱化事業、県

事業分の進捗状況です。直轄事業負担金を除

く全体事業費179億円に対し、令和３年８月

末の契約額は100億円で、56％の進捗となっ

ております。 

 被災地の一日も早い復旧、復興、県民の安

全、安心の確保に向け、引き続き、全力で取

り組んでまいります。 

 次に、下段３、県工事の不調・不落の状況

です。 

 ①が熊本地震以後の年度別の状況です。折

れ線グラフが不調、不落の発生率となってお

ります。熊本地震翌年度の平成29年度をピー

クに下降していましたが、令和３年度に入り

まして、８月末で12.3％と上昇しておりま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 ②昨年７月以降の月別の状況です。折れ線

グラフが不調、不落の発生率でございます。

今年度、４月、５月と上昇したものの、６
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月、７月は減少しておりました。８月になっ

て20.1％と上昇しております。 

 次の③発注機関別の状況です。 

 最下段の表をお願いします。 

 一番下に発生率をパーセントで表示してお

ります。災害復旧事業が集中しております球

磨、阿蘇地域において、不調、不落の発生率

が高くなっております。 

 国や市町村も含め、災害復旧事業や国土強

靱化事業などの発注が本格化しております。

地域の建設企業の手持ち工事量が増加し、技

術者の不足というようなことを聞いておりま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 ４、災害関連等工事の発注見込み等につい

てです。 

 (1)、災害関連等工事の状況です。 

 合計欄をお願いします。 

 年間の発注見込みが430億円、このうち上

半期に314億円、73％の発注を見込んでおり

ます。 

 なお、ここで言う発注とは、契約率ではご

ざいませんで、入札公告や指名通知などの時

点と考えております。さきに説明しました契

約率より１か月程度の差が生じております。 

 土木一式工事の上半期発注見込みが71％と

低く、そのうち、現在指名競争入札の対象拡

大をやっております、3,000万円以上7,000万

円未満の部分が75％となっており、下半期に

残り25％の発注が必要となってございます。

そのほかの部分につきましては、おおむね上

半期に発注が進んでいるところでございま

す。 

 次に、(2)、令和２年度予算未契約繰越分

の国土強靱化等に係る工事の状況です。 

 合計欄、年間の発注見込みが257億円、上

半期に238億円で92％の発注を見込んでおり

ます。 

 次に、(3)、土木一式工事の１者当たりの

状況です。 

 ①が年度別の受注状況の推移です。 

 県発注工事について分析したものです。Ａ

１、Ａ２等級企業ともに、件数では、年間に

２～３件ぐらいで推移しておりますが、令和

３年度のＡ１等級の件数が4.5件と増加して

おります。金額も、例年に比べて大きく、６

億円を超えております。 

 ②の地域別の受注見込み件数です。 

 最下段に記載しているとおり、地域別の年

間の発注見込みを当該地域の建設業者数で除

した試算でございます。令和２年７月豪雨災

害が大きかった県南地域のＡ１等級企業に受

注件数が集中する見込みとなってございま

す。 

 引き続き報告事項２をお願いします。 

 令和２年災害関連等工事に係る入札契約制

度の見直し(第３弾)について報告いたしま

す。 

 令和２年７月豪雨等により甚大な被害を受

けた公共土木施設等の一日も早い復旧、復興

を図り、県民の安全、安心を確保するため

に、第１弾、第２弾に続きまして取り組むも

のでございます。 

 四角枠囲みの中、お願いします。 

 第３弾では、１、指名競争入札対象拡大の

一部延長を含め、４つの事項について取り組

むこととしております。それぞれの詳細は、

次のページから記載しております。 

 ２ページをお願いします。 

 １、指名競争入札対象拡大の一部延長で

す。 

 報告事項１で説明しましたとおり、災害関

連等工事のうち、土木一式工事が10月以降も

相当量の発注が見込まれます。 

 このため、下の表、黄色部分のとおり、令

和３年９月を期限として指名競争入札の対象

の拡大を行っているもののうち、災害関連等

工事の土木一式工事については、令和４年３

月31日まで延長したいと考えております。 

 白色の部分、災害関連等工事の舗装、のり
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面、あるいは令和２年で未契約繰越分の工事

については、９月までに９割以上の発注を見

込んでおりますので、令和３年９月30日でこ

の取扱いを終了するということにしておりま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 ２、復旧・復興建設工事共同企業体、いわ

ゆる復興ＪＶの導入についてでございます。 

 報告事項１で説明しましたとおり、Ａ１等

級工事が被災地に集中し、地域の建設企業だ

けでは対応が困難になるということが予想さ

れます。このため、県内全域のＡ１、Ａ２等

級企業による広域的な施工体制を確保するた

め、復興ＪＶを導入するものです。 

 ＪＶの構成は、Ａ１、Ａ２による２社また

は３社の組合せ、施行期間は令和３年11月か

ら令和５年３月を予定しています。詳細は下

の表のとおりです。基本的には、熊本地震後

に導入した復興ＪＶ制度と同様でございます

が、５億円以上の工事につきましては、現在

の発注見込み件数が少ないために導入を見合

わせております。 

 ４ページをお願いします。 

 総合評価落札方式(災害関連等工事型)の導

入についてです。 

 土木一式工事において、管外からの参入、

復興ＪＶによる参入を促し、県内全域の建設

業者による広域的な施工体制を確保するため

に導入するものです。対象工事は、災害関連

等工事のうち、設計金額7,000万円以上の土

木一式工事、評価の基準は、熊本地震後に導

入した災害関連等工事型を踏襲しておりま

す。 

 具体的には、中段に参考として評価基準を

掲載しておりますが、右側の災害関連等工事

型では、地域精通度や地域貢献度といった、

いわゆる地域点がなく、また、３億円未満の

工事の場合は復興ＪＶの参加を加点するな

ど、管外から参入しやすいといったものにな

っております。 

 施行期間は、令和３年11月から令和５年３

月を予定しております。 

 ５ページをお願いします。 

 ４、総合評価落札方式(通常工事型)におけ

る評価項目の改定です。 

 災害関連等工事に管外からの参入を促し、

県内全域の建設業者による広域的な施工体制

を確保するため、通常工事型の総合評価にお

いても、評価項目に災害関連等工事の受注件

数を加えるものです。対象工事は、災害関連

等工事を除く土木一式工事のうち、総合評価

落札方式による全ての工事、評価の基準は、

現行の通常工事型を一部改定するものです。 

 具体的には、中段に参考として評価基準を

掲載しておりますが、右側の改定表のうち、

⑦に災害関連等工事の受注を追加しておりま

す。 

 施行期間は、令和３年11月から令和５年３

月を予定しております。 

 ６ページは、参考まで、第１弾、第２弾の

内容でございます。 

 以上が令和２年災害関連等工事に係る入札

契約制度見直しの第３弾でございます。 

 今後も、各広域本部や各地域振興局ととも

に、地域の建設企業の状況や国、市町村の発

注状況など情報収集に努め、現状に即した適

切な不調、不落対策に取り組んでいきたいと

思っております。一日も早い被災地の創造的

復興に取り組んでまいります。よろしくお願

いします。 

 続きまして、報告事項３、熊本県国土強靱

化地域計画の改定(素案)についてでございま

す。 

 Ａ３判の資料、お願いします。 

 この計画は、全庁的な施策や取組を掲載し

ており、土木に関係する項目も含まれており

ますので、総務常任委員会、農林水産常任委

員会とともに、本委員会においても報告させ

ていただくものです。 

 資料左上の四角囲みをお願いします。 



第５回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（令和３年９月30日) 

 - 16 - 

 熊本県国土強靱化地域計画は、熊本地震等

も踏まえ、平成29年10月に策定したもので

す。策定後、国においては、防災・減災、国

土強靱化のための５か年加速化対策が実施さ

れました。また、県においては、新しいくま

もと創造に向けた基本方針等が策定されたこ

とから、令和３年度中の改定を予定しており

ます。 

 策定スケジュールは、一番下の３番に書い

ておりますけれども、９月に常任委員会で報

告をしまして、10月にパブリックコメント、

12月の改定予定となっております。 

 改定に当たりましては、令和２年７月豪雨

災害や新型コロナウイルス感染拡大等も踏ま

え、ハード、ソフト両面の施策を含めた総合

的な防災体制を整備し、愛する地域で誰もが

安全、安心に住み続けられ、災害に強い郷土

づくりを目指します。 

 資料右側、４、主な推進方針を御覧くださ

い。 

 赤字下線の部分が、今回の改定により追加

する主な項目です。現計画において強靱化に

係る取組をしっかりと掲げておりますので、

大きな見直しとなっておりません。 

 土木部の関係では、１の直接死を最大限防

ぐの中で、流域治水の推進、６のライフライ

ン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等

の被害を最小限に留めるとともに、早期に復

旧させるの中で、丸の３つ目ですけれども、

港湾施設の耐震化等の後に、老朽化対策及び

埋塞対策の推進、７、制御不能な複合災害・

二次災害を発生させないの１番目に、帰宅困

難者等の避難場所となる公園緑地の再整備、

公園施設の老朽化対策を追加しております。

これらは、令和２年７月豪雨災害等を踏まえ

たもので、国の国土強靱化等の５か年加速化

対策にも掲げられた施策を反映したものでご

ざいます。しっかりと推進方針に明記してお

ります。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○菰田河川課長 河川課でございます。 

 右上に報告事項４と記載してある資料をお

願いいたします。 

 現在審議が進められております球磨川水系

河川整備基本方針の変更等について御報告い

たします。 

 河川整備基本方針は、長期的な河川整備の

目標となる事項を定めるものです。最上段の

丸のほうに記載しておりますとおり、気候変

動や流域治水の新たな視点を踏まえまして、

近年、激甚な洪水が発生した水系から順に変

更に着手しているところです。 

 また、３つ目の丸のところに記載しており

ますとおり、本検討小委員会には、知事が臨

時委員として出席しております。 

 次に、委員会で審議された主な内容等を御

説明いたします。 

 ２回目の審議では、気候変動による降雨量

の増加等を考慮した基本高水のピーク流量の

設定や、河道と洪水調節施設等の配分流量に

ついて審議がなされました。 

 さらに、令和２年７月と同規模の洪水に対

する水位の計算結果が示され、水位は計画堤

防高を超えるものの、人吉市より下流で計画

高水位を超過する区間があることが示されま

した。 

 このため、流域治水を多層的に進めること

などにより、基本高水を超過する洪水に対し

ても、さらなる水位低下や被害最小化を図る

取組を進めていくことが確認されました。 

 これらを踏まえまして、知事からは、今回

の内容は、本年３月に策定した球磨川水系流

域治水プロジェクトの内容と整合するもので

あること、また、令和２年７月洪水を含めた

大きな洪水に対し、河川の対策に加え、田ん

ぼダムや避難体制の整備を含めた緑の流域治

水を強力に推進していく必要があると改めて

認識した、と意見を述べられました。 



第５回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（令和３年９月30日) 

 - 17 - 

 また、資料には記載しておりませんが、昨

日、第３回の検討小委員会が開催され、河川

環境や利用、基本方針の本文骨子などに関す

る審議が行われました。 

 知事からは、流域治水については、取組の

全体像がより具体的にイメージできるように

なった、また、河川環境や土砂については、

流域住民からも多くの御意見をいただいてお

り、今回の科学的、客観的な整備を踏まえ

て、緑の流域治水を進めていく、といった御

意見を述べられました。 

 次回、基本方針の本文案を中心に審議が進

められる予定です。 

 最後に、関連する手続の状況について御報

告します。 

 ６月に、流水型ダム環境保全対策検討委員

会が開催されました。また、基本方針に沿っ

て、中期的な具体の整備内容を定める河川整

備計画の策定に向けた球磨川水系学識者懇談

会を８月に国と合同で開催しましたので、併

せて御報告いたします。 

 また、裏面には、第２回検討小委員会で示

されました内容の一部について、参考までに

添付しております。 

 説明は以上です。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 質問せぬはずだったんです

が、報告事項のこの４番目っていう資料を初

めてここで拝見いたしました。その中の一番

下の項目の地域別受注件数見込みというのが

ありますけれども、これは令和３年度におけ

る受注――報告事項１です。報告事項１の４

番、一番最後です。その一番下の地域別の受

注件数見込みというのがありますけれども、

これは、Ａ１に関しては、これ、八代、芦

北、球磨、この辺が特化しているように見え

ますけれども、どういった状況でこんなふう

になっとるんですかね、状況、お願いしま

す。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 報告事項１の４ページの最下段のお話です

けれども、これ、単純に計算をしたものでご

ざいまして、各市、各広域本部、地域振興局

の発注予定の工事の件数をその地域の業者の

数で単純に割ったものでございます。ですか

ら、Ａ１の場合は、全県から参入が可能です

ので、このとおりにはならないんですけれど

も、例えば八代でいうと、八代におる業者数

で割るとこの6.2件というふうになると。例

えば芦北ですと、Ａ１は２社ですけれども、

43本ぐらいの予定がされておりまして、単純

に割ると21.5件になるというような見かけ上

の計算でございます。 

 

○井手順雄委員 そんなの出さぬがいいです

ばい。 

 ていうのが、この見方によれば、災害地区

の現場にＡ１の方々が行きたくないと、仕事

取りたくないけん、もう応札しないと。言い

換えれば、そういう話ですかね、なら。 

 

○森山監理課長 はい。 

 

○井手順雄委員 何かそこに問題があるの

か。 

 

○森山監理課長 通常が、その上の段の、Ａ

１でいくと２～３件、今年4.5件となってい

るんですけれども、大体このくらいの件数を

やっていると。それと比べると非常に大きく

なりますので、とてもこの件数を地域の業者

だけで対応するのは無理だろうというような

分析でございます。 

 そのため、今回、復興ＪＶとか、災害関連
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型の総合評価を導入して、ほかの地域から被

災地に行きやすい環境を整えるというふうな

施策を考えたところです。よろしくお願いし

ます。 

 

○井手順雄委員 その復興ＪＶちゅうのは、

熊本地震で、こないだ質問したように、もう

ちゃんと経験済みでありまして、何で11月か

らかなというふうな感覚があります。もう年

度当初から復興ＪＶって形の中で入札でやっ

ていけば、こういう数字にはならぬだったん

だろうというふうに思います。 

 その辺の見解と、あと、今回は、Ａ１、Ａ

２の復興ＪＶちゅう形が、Ａ１、Ａ１ってい

うのもありますけどね、５億以上。このＡ

１、Ａ２の復興ＪＶで落札した場合、Ａ２の

ほうが、地元業者が頭になるんですか。 

 

Ｏ森山監理課長 まず、なぜ11月かという話

ですけれども、実は、熊本地震のときは、割

と被災後早い時期からこの復興ＪＶが入れて

ありまして、今になりましたのは、結果とし

てなんですけれども、これまで通常のやり方

で進めてきて、不調・不落率を見ても、ここ

までは何とかなってきているというところで

手順を踏んできたと。今、８月に例えば20.1

％になって、今後も少し上がってくるんじゃ

ないかなという心配をしておりますので、11

月が遅いっていう見方もあるかもしれません

けれども、そういう将来の不調、不落のこの

おそれを見込んで導入するというふうな見解

でございます、11月導入については。 

 もう１つ、Ａ１、Ａ２のＪＶにつきまして

は、どちらが頭になるかっていうものは特に

定めておりませんが、熊本地震のときの実績

を見ますと、やはりＡ１が頭になっていると

いうことでございます。 

 

○井手順雄委員 言いたくはないけれども、

不落がだんだん増えてきているのは事実なん

ですよ。それを見越して早めに復興ＪＶちゅ

う、言い方が逆ですよね。これはもう地元に

えらい配慮しとるというようにしか聞こえま

せん。 

 県発注の工事というのは、熊本県全体を見

据えた形の中の発注なんですよ。分かります

か。さっきも言うたこと、訳の分からぬ取り

まとめでも0.5とか2.3とかあり得ぬ話です

よ。これが平準化するような発注の仕方、こ

れをやっぱり目指していかぬことには、ほか

の地区から不平不満が出るのは事実じゃない

ですか。それと、あんまり言わぬこつせなん

な。そういうことです。ひとつその辺はない

ようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 次に、委員から、その他で何かありません

か。 

 

○増永慎一郎委員 前回の委員会のときにも

お伺いをしましたけれども、新広域道路ネッ

トワーク計画についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 その部分の中の構想路線なんですけれど

も、いわゆるぱっと出てきた道路、今まで何

も構想がなかったのに、ぽっと出てきて、道

路に関してなんですけれども、やっぱり地元

が、例えば上益城、阿蘇山都道路っていう道

路がぱっと出てきています。これについて、

この前も言いましたけれども、地元でいろん

な話が出ています。もうやっぱり実現可能な

道路として捉えられています。今ある道路を

そのまま使うんじゃないかとか、これででき

なかったのに、例えば矢部阿蘇公園線、何回

も私質問もしてますけれども、未開通部分

が、この道路に乗っかることによって開通す
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るっていう話が出ています。 

 この構想路線に関しては、この前も言った

ように、絵に描いた餅にならないようにじゃ

なくて、もうはっきり言って、今のところは

絵に描いた餅なんですよ。その辺の話をやっ

ぱりきちんと、それぞれの沿線の自治体と

か、一生懸命取り組まれている期成会とか、

その辺には県としていろんな説明をきちんと

せないかぬのじゃないかなというふうに思う

んですけれども、その辺の説明に関しては、

それぞれの首長さんとか期成会のほうにはお

話をされているんですかね。 

 

○森道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 まず、新広域道路計画につきましては、説

明につきましては、具体的には市町村の担当

課には説明しているところでございますが、

直接的に首長の方々に、まだ具体的な説明を

しているところではございません。 

 また、構想路線につきまして、先生もおっ

しゃいましたように、策定以前から地元期成

会等で数十年にわたって議論を深められてい

るものもあれば、今回のように、災害時にお

けるリダンダンシー確保の観点から位置づけ

たものなど、路線ごとに実情は大きく異なる

ものというふうに考えております。 

 また、まさにその辺の説明をしっかり地元

の方々、また、首長含めて説明をしていきた

いと思っております。 

 

○増永慎一郎委員 説明を重ねていきたいと

思ってますけど、説明する気はあるんです

か、本当に。 

 

○森道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 具体的に市町村から問合せがあっていると

ころもございまして、担当課のほうには御説

明していますが、そういうところにつきまし

ては、道路整備課のほうから御説明をしたい

と思っております。 

 

○増永慎一郎委員 私、上益城内で、今、こ

の前言ったように、さっき言ったように、矢

部阿蘇公園線という道路がありまして、質問

で何回も言ってますけれども、その期成会と

いうのがあるんですよ。会長が山都町長、副

会長に南阿蘇村の吉良村長がなられておられ

ます。 

 先日の南阿蘇村の議会で、一般質問の中

で、この矢部阿蘇公園線の話が出まして、要

は、阿蘇山都道路ができるんだったら、これ

に重ねたような話で質問されたらしいんです

よ。要は、こういう構想が出てきたからつな

がるっていう話が出て、いわゆる、それを受

けて、民間の期成会がございます。その民間

の期成会が、それぞれの町と村に陳情書とい

う形で、重ねて一生懸命やってくださいって

いう話をされています。そのときの吉良村長

の答弁が、千載一遇のチャンスだから一生懸

命頑張っていきたいという答弁をされていま

す。 

 するとですね、私が話を聞いているのは、

矢部阿蘇公園線と阿蘇山都道路は別物ですよ

っていう話を聞いています。阿蘇山都道路が

構想路線で――今のところ私の見解ですよ。

できるかもしれないけれども、この前も言っ

たように、もう絵に描いた餅のまま終わって

しまうんじゃないかと、そういうふうに思っ

ています。 

 例えば、今、県の予算では、例えば、矢部

阿蘇公園線の開通も、Ｂ/Ｃも合わないし、

国から認められるような道路でもないし、単

県でやる事業にしては、もうお金が大き過ぎ

るからなかなか難しいという話があります。

そういうふうに認識をしております。 

 国の協力を得るとしても、中央自動車道、

もしくは中九州自動車道を縦に、地図で見れ

ば縦に結ぶ道路として、リダンダンシーの確
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保の意味も持って、そういう構想が出てきた

と思います。 

 中央自動車道にしても、中九州自動車にし

ても、全線開通した後に、国が必要って言っ

たときには何年後になるか分からないんです

よ。だから、やっぱり山都阿蘇道路はどうい

う位置づけで、どういう構想でやってますん

で、別に矢部阿蘇公園線と重ねているわけで

はないですよというようなきちんとした説明

をやっぱりしてもらわないと。 

 同じように、例えば、有明海沿岸道路の連

絡道路というのがあります。私は、これは物

すごく可能性があるんじゃないかというふう

に、やっぱりないと困るような道路ですから

可能性があるんじゃないかなと、同じ構想路

線にしても。 

 だから、その辺をやっぱり20年とか30年の

スパンで構想していくんじゃなくて、やっぱ

り構想をするとしたら、やっぱり何年かでめ

どを立てて、きちんと構想どおりにやってい

きますっていうようなことをやっぱりある程

度自治体のほうにもきちんと説明をしておか

ないと、20年、30年、ずっと期成会があっ

て、もう期成会つくられようとしてるんです

か、今。上益城郡と阿蘇郡市をまたいで、そ

れぞれの首長さんが一生懸命期成会をつくっ

て頑張っていこうとされているわけなんです

よ。別に、その道路の期成会があって、それ

を巻き込んでやろうとされているんですよ。 

 そしたら、私が思うのに、実現が可能かも

しれない、今取り組んでるのをそれに含めさ

せてしまうと、要は、その実現不可能な道路

の期成会と一緒になって的が絞れないような

形になってしまうんですよ。だから、この道

路とこの道路は別ですよって、重なってませ

んよとか、そういったところまできちんとや

っぱり県あたりは説明をする必要があると思

います。 

 今説明しているの私だけですよ、違います

よって。重ねてやったほうがいいですか、重

ねないほうがいいですかっていう議論じゃな

いです。重なるんでしょうっていう域から出

られないわけなんです。 

 恐らくそれぞれの先生方、こうやって新た

に構想路線という形で引かれたところは、本

当に実現できるのかできないのか、ある程

度、やっぱり国とどういう話ができているの

か、熊本市とどういう話ができているのか、

そういうところまで、ある程度、こういう段

階ですよ、ああいう段階ですよっていう説明

はしてもらわないと、やっぱり新聞、熊日

で、ばあんって出たじゃないですか、地元紙

で。何も説明がないままあれを見ると、県は

この道路を造るんだというふうにしか思わな

いんですよ、みんな。それは、皆さん方は、

何年かしたら持ち場から変わっていかれます

から、そのときそのときで適当なことを言っ

とけばいいかもしれぬ。しかし、それは20

年、30年続いていくんです、その話は。だか

ら、最初にきちんとしたことを言って、こが

んふうに考えてます、こういうふうな内容で

すっていうのは、やっぱり地元に丁寧にもう

説明をしていただかないと。 

 ちょっと長くなりますけれども、矢部阿蘇

公園線の期成会の歴史なんか物すごく古いん

ですよ。それで町を二分する話になったりと

か、それが選挙の争点になったりもするんで

すよ。でも、矢部阿蘇公園線を開通させます

という候補者が通るんですよ。でも、通らな

いですもん、絶対、今のままで言えば。だか

ら、やっぱりある程度町あたりに――担当者

レベルに話しても、やっぱり首長さんにきち

んと話をして、期成会のほうも、こういう形

ですよっていう話をしないと、皆さん方が考

えてられる温度と地元の温度ってのは温度差

が物すごくありますからね。ですから、その

辺は、もう間に立って大変です、私が。い

や、ほかの人もそうかもしれません。ですか

ら、その辺は、きちんと地元が理解できるよ

うな説明をぜひしていただきたいと思います
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けれども、どうでしょうか。 

 

○森道路整備課長 先生がおっしゃるよう

に、具体的な整理が道路整備課としてもまだ

できていないところもありますけれども、今

考えていることをしっかり説明して、理解を

得ていくようにしたいと思います。 

 

○増永慎一郎委員 どうやった理解ですか。 

 

○森道路整備課長 そもそもの構想路線とい

うものがどういうものなのかというところか

らまず御説明しないと理解してもらえないか

なと思いますので、そこら辺の説明が足りて

なかったと思いますので、しっかりその最初

のところから御説明して、また、首長の方々

からの意見も、その場でまたしっかりお伺い

していきたいと思います。 

 

○増永慎一郎委員 私、何回も言いましたよ

ね。何回も言ってますよ、今まで。こういう

委員会では前回も言いましたけれども、それ

ぞれのいろんな話をする中で、何回も何回も

言っています。しかし、いまだに伝わってい

ないんですよ。だから、議会でそういう話が

出てくるんです。そうやって首長さんが答弁

をされるんですよ。 

 例えば、それぞれの地域振興局の土木部長

は知っているんですか、そういう話を。 

 

○森道路整備課長 振興局については説明は

しておりますが、その具体的な構想路線がこ

んな考え方でっていうところまで具体的な説

明はしておりません。資料としてはしっかり

説明しております。資料の中身は説明してい

ます。 

 

○増永慎一郎委員 いいです。資料があれ

ば、資料の説明で納得していただけるような

感じじゃないから言っているわけで。資料は

誰でも見れば分かりますよ。でも、資料見た

ら、逆に、ここに道路が走るとばいって、20

年か30年すっと走るとばいって。そういうふ

うな感じでしか思われませんよ。必ずあの構

想はどぎゃんなったと、あの構想はどぎゃん

なったとって絶対聞かれますから。だから、

聞かれるけんどうのこうのじゃないんです

よ。そんときにきちんとした答えを私たちが

やっぱり住民の人たちに伝えるような形じゃ

ないと何にも意味がないでしょう。私たちの

存在意義がなくなってしまいますんで、やっ

ぱり間に立って話すということは。 

 それと同時に、皆さん方もちゃんと、きち

んと説明せないかぬわけですよ。それが一緒

にならなければいけないんですよ、私たちが

話すのと皆さん方が話すの。そういう努力が

全然足りません。打ち出すのは格好いいです

よ。でも、そういう努力は今全然足りてない

と思いますんで、本当に丁寧に、こういうこ

とですよっていうのを、やっぱり説明するだ

けじゃなくて、分かってもらってください、

それぞれの自治体に。それ、もう要望しとき

ます。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員 関連で。今、増永委員から

のお話の中に出てきましたが、沿岸連絡道

路、これに関して、国、県、市が何か協議を

最近したというような話が、専ら第二選挙区

であるんですけれども、それは事実でしょう

か。 

 

○森道路整備課長 構想を策定する段階で

は、当然県と市で構想を策定した上で国にも

御報告しているところでございますけれど

も、公表した後に具体的に協議をしたことは

ございません。構想策定前には、当然様々な

協議をしているところでございます。 

 

○井手順雄委員 なら、現時点での様々な協
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議ちゅうのは、前からある海岸線を行く道路

と、何か第２空港線に充てるような構想が最

近出てきたと。そういうチラシでよく見るん

ですよ。あれは県も了解しとるわけですか、

その構想の中で。 

 

○森道路整備課長 構想の中では、まず、有

明海沿岸道路、これにつきましては、構想で

はなくて、高規格道路ということで、もう事

業を進めていくべき路線として位置づけてお

りますし、連絡道路につきましては、まさに

先ほどお話ししました、それに加えて、構想

路線として位置づけております。 

 また、それからどうつながるかっていうと

ころまでの議論は、市、県、国ではしている

ところではございません。 

 

○井手順雄委員 分かりました。 

 じゃあ今までのいろんな協議の中身を全て

教えてください。これ、要望です。出来上が

ったら持ってきてください。ほかに、要ると

いう委員の皆さん方がいらっしゃれば、その

人たちにも報告していただければありがたい

と思います。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 いいですか。 

 

○井手順雄委員 はい。 

 

○河津修司委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○南部隼平委員 関連して、新広域道路交通

計画についての話なんですけれども、今回、

その都市圏の渋滞対策がやっぱり非常に重要

な課題だと思っています。先ほどから、いろ

んな構想は出ているけれども、そこから説明

がないとか、そういった話があります。 

 都市圏の渋滞対策に関しては、2019年に都

市道路ネットワーク検討会とかずっと開かれ

ておりまして、そこで、いろんな経済団体と

かそういったところからもいろんな意見があ

りながら検討を進めてきて、今回やっと丸の

点ですけれども、そういった形で出てきたっ

ていうのは少しでも進歩したところかなと思

います。 

 ただ、やはり地元の方からすると、地元、

まだまだ――私、東区ですけれども、東バイ

パスの渋滞にそれこそ30年以上悩まされてき

たという事実があって、皆さん結構、どうせ

また何もせぬとだろうという話が結構やっぱ

りあります。 

 結局、具体的なことがまだまだ見えていな

い状態なんで、やはり実際、その県と市と国

と、もちろん県としてはしっかりやっていき

たいという思いがあると思いますけれども、

そこの温度感というか、そういったのはどん

な具合でしょうか。 

 

○森道路整備課長 今回、熊本都市圏につき

ましては、熊本空港連絡道路、都市圏北連絡

道路、南連絡道路、この路線につきまして

は、高規格道路として位置づけさせていただ

きました。 

 現在、県と市で他都市の事例の調査をした

り、国は交通量推計等も今行っているところ

でございまして、しっかり検討しているとこ

ろでございます。 

 その検討する場っていうのを、熊本県幹線

道路協議会の下に都市圏部会というのを設置

しておりますので、まず、そこの中で国も入

れて、しっかり今年度にも開催して議論を深

めていきたいと思っております。 

 

○南部隼平委員 これ、特別委員会でも前川

委員が言われてましたけれども、ここは、し

っかり前に進めるというか、それを示してい

ただかないと、もう正直そのアクセス鉄道、

もちろん今やっていますけれども、アクセス
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鉄道は大事だけれども、それよりも先に渋滞

対策だろうという声が非常に多いです。やっ

ぱりそういった県民の皆さんの声もしっかり

と受け止めていただいて、熊本市、なかなか

議会の中でもそういった話題があんまり上ら

ないのかもしれないですけれども、しっかり

そこはもうリーダーシップ取って説明をしな

がら、もちろん有料道路っていう選択肢、都

市高速っていう選択肢があると思いますん

で、そういったものはどうやったらできるの

か、どうやったら幾らぐらいかかるのかと

か、そういった具体的な話も含めて、しっか

りお示しをいただければと思います。 

 以上、要望です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問……。 

 

○竹﨑和虎副委員長 今、それぞれの委員の

先生方からお話があったんですけれども、例

えば、私のところも熊本市ですよ。確かに、

道路の管理者は政令市になって、市かもしれ

ぬけれども、県もずっと携わってきたんです

から、政令市になるまでは。そういった意識

でもあるし、有権者の住民の方々、そんな、

ここは市だけんとか、県だけんとか、国だけ

んと言うても全然分からぬわけですよね。全

部跳ね返りは我々に来て、先ほど増永先生か

らもあったけれども、有明沿岸道路の連絡道

路、あれができたがために、先ほど井手先生

がおっしゃった、こら、どっちば通るとか、

今までの道路はどきゃんなったとか、そうい

った話も出てくるわけですので、各基礎自治

体に説明することはもちろんなんですけれど

も、やはり住民の方々に分かるようよく説明

するためにも、熊本市と県だけではなく、ほ

かの自治体とも、もちろん新広域道路交通計

画は熊本市と一緒につくられたとは思うんで

すけれども、周りの市町村にもちゃんとした

説明をせんと、なかなか伝わっていかぬと思

うんですよね。我々もその間でやっとるもん

ですから、熊本市の道路も、熊本市を越える

と他市町村につながって、もう県の管理道路

つながっとるわけですから、その意識をしっ

かり持ってやっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。要望です。 

 

○河津修司委員長 ほかには質疑はありませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 なければ、本日の議題は

全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第５回建設常

任委員会を閉会します。 

  午前11時32分閉会 
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